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要 旨

　経済政策としての側面のみならず女性へのポジ
ティブ・アクションを企業に義務付ける内容を持
つ女性活躍推進法の改正法案が2019年５月に成立
した。主要な改正内容の一つとして、一般事業主
行動計画の策定等の義務を負う対象が、301人以
上の常用労働者を雇う事業主から101人以上を雇
う事業主へと拡大された。この変更点は、政府関
係者の主導の下、労使の代表者の妥協を伴う政策
形成過程を通じて準備されたと解釈しうる。

キーワード：改正女性活躍推進法、政策形成過程、
ポジティブ・アクション、経済政策

１　は じ め に

　本稿は、2019年５月に成立した改正女性活躍推
進法に関わる政策形成過程に関して若干の検討を
行う1）。
　改正前の女性活躍推進法（2015年８月成立、
2016年４月施行）をめぐる政策形成過程と内容に
ついて検討した皆川は、その特徴を以下のように
述べている。当初、国会に提出された法案は、労
働力人口の減少につながる少子高齢化などの「日
本が置かれた社会経済情勢に対応するため女性労
働力を活用する経済政策の側面が強いもの」だっ
た。しかし、与野党による国会審議と修正を経
て、修正案が成立した。その修正案では、法の目
的に関わる第１条において、「男女の人権」の
「尊重」という表現が盛り込まれて、「経済政策と

しての位置づけは弱められ、同法は、事業主に女
性へのポジティブ・アクションを義務付けて、事
実上存在する男女格差の是正を求める法律」とな
った2）。
　こうした特徴を有する改正以前の女性活躍推進
法において、常時雇用する労働者が301人以上の
事業主は、主として以下の第一点から第四点のよ
うな義務を負った3）。
　第一に、自社の女性の活躍に関する状況把握と
課題分析を行う。その際、女性採用比率、平均勤
続年数の男女差、労働時間の状況、女性管理職比
率が、状況把握の必須項目とされた。
　第二に、状況把握と課題分析を踏まえた一般事
業主行動計画の策定・公表である。一般事業主行
動計画には、計画期間、１項目以上の数値目標、
取組内容、取組の実施時期を盛り込む必要があ
る。
　第三に、一般事業主行動計画を策定した旨を都
道府県労働局へ届け出ることである。
　第四に、女性の活躍状況に関する状況につい
て、１項目以上選択し、情報を公表することであ
る。
　また、女性の活躍状況が優良な事業主への認定
である「えるぼし」認定が創設されることとなっ
た。
　皆川が指摘する経済政策としての側面のみなら
ず事業主に女性へのポジティブ・アクションを義
務付けて男女格差の是正を求めるという内容を、
改正後の女性活躍推進法も維持していると思われ
る。同時に、改正女性活躍推進法は、改正前に比
べて、主として以下のような変更点を有している4）。
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　第一に、一般事業主行動計画の策定・公表・届
出及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の
対象が、常時雇用する労働者が301人以上の事業
主から101人以上の事業主に拡大された。
　第二に、常時雇用する労働者が301人以上の事
業主は、以下のような義務を負った。一般事業主
行動計画を策定する際に、①女性労働者に対する
職業生活に関する機会の提供、②職業生活と家庭
生活との両立に資する雇用環境の整備という①と
②の区分ごとに１つ以上の項目を選択し、それぞ
れに関連する数値目標を定める必要がある。ま
た、女性の活躍状況に関する情報公表について
も、①女性労働者に対する職業生活に関する機会
の提供、②職業生活と家庭生活との両立に資する
雇用環境の整備という①と②の区分から、それぞ
れ１項目以上選択して情報公表する必要がある。
　第三に、女性の活躍状況が優良な事業主への認
定である「えるぼし」認定よりも水準の高い「プ
ラチナえるぼし」認定を創設した。
　以上のような改正内容の中で、本稿は、一般事
業主行動計画の策定及び自社の女性活躍に関する
情報公表の義務の対象が常時雇用する労働者301
人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大さ
れた要因を明らかにする。女性へのポジティブ・
アクションを義務付けられる企業が大企業から中
小企業へと拡大され、これまで以上に多くの女性
労働者が女性活躍推進法から一定の影響を受ける
可能性があると考えられるためである。
　以下では、主に女性活躍推進法の改正内容を巡
って議論が行われた労働政策審議会（労政審）の
雇用環境・均等分科会における政府・使用者団体・
労働組合（政労使）の代表者の言説を取り上げて
いく。主な検討の対象とするのは、女性活躍推進
法の改正内容が議題とされた第４回（2018年８月
27日）、第５回、第７回、第９回、第11回、第12
回、第13回、第14回（2019年２月14日）の議事録
における言説である。
　なお、公開を原則とする労政審の議事録には水
面下も含めた政策形成過程をめぐる関係者の全て
のやりとりが含まれているとは必ずしも言い切れ
ない面がある。この点を踏まえつつ、本稿は、政
策形成過程における重要な争点に関して影響を与
えようとする政労使の代表者の立場を反映した言
説が労政審の議事録において含まれているという

前提に立つ。そして、政労使の各アクターによる
意見対立と妥協を伴う政策形成過程について概観
する5）。

２　政労使代表者の言説

　2015年８月に成立し、2016年４月に施行された
女性活躍推進法には、施行後３年の見直しが附則
に盛り込まれていた。この点を踏まえ、安倍政権
の下、2018年６月15日に開催された日本経済再生
本部の第28回会合では、配布資料である「未来投
資戦略2018」（案）において以下の点が記された。
「女性活躍推進法について、附則に基づく「施行
後３年の見直し」に着手し、本年度中に結論を得
る。見直しにおいては、管理職への女性の登用、
多様で柔軟な働き方の導入、仕事と生活との両立
やキャリア形成への支援等について、数値目標や
情報開示の拡大、取組状況に応じた企業へのイン
センティブの充実等について検討する。」6）ここで
は、政府によって従来の女性活躍推進法の内容を
充実させる方向性が示されていたといえよう。
　具体的な改正内容は、労政審の雇用環境・均等
分科会で審議されることになった。2018年８月27
日の第４回会合では、「未来投資戦略2018」等を
受けて、女性活躍推進法を審議の検討事項とする
ことが確認された7）。
　特に一般事業主行動計画の策定義務や情報開示
義務を負う事業主の拡大に関わって、政労使の関
係者は、どのような立場を採り、その言説はいか
なるものだったのか。
　2018年９月19日の第５回会合では、厚生労働省
の雇用機会均等課長が、女性活躍推進法の一般事
業主行動計画の届出状況に関わって、中小企業の
届出が「伸び悩んでいる状況」に触れた上で、
101人以上の事業主に義務対象を拡大した次世代
育成法が参考となりうることについて以下のよう
に言及した。「参考で、次世代育成支援対策推進
法の計画の届出状況です。平成23年度に計画策定
が義務付けられている企業が101人以上300人以下
に広がったことから、101人以上300人以下の企業
の届出がぐっと増えており、ほぼ100％の企業が
提出している状況です。」8）

　使用者代表委員代理であり、中小企業を会員に
多く抱える日本商工会議所の関係者は、一般事業
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主行動計画策定の義務対象や情報公表義務が拡大
されることについて、次のように反対の立場を表
明した。「中小企業に対する一般事業主行動計画
の策定・届出の義務付けを検討」する方針が打ち
出されるのであれば、「日本商工会議所としまし
ては、これは非常に慎重に考えるべきであり反対
という立場を取っていますので、是非御理解をよ
ろしくお願いしたいと思います。」また、「情報の
公開の意義については理解するところですが、女
性活躍の推進に向けた取組というのは、特に中小
企業になればなるほど各社各様の取組がなされて
います。したがいまして、更なる公表を例えば義
務化するということではなくて、情報の公表はあ
くまでも企業の裁量に委ねることが適当ではない
かと考えております。」9）

　労働者代表委員は、2020年までに指導的な地位
にある女性を30％とするという政府目標との関係
で、一般事業主行動計画策定の義務対象を全ての
企業に拡大すべきであることを主張した。「次世
代法の状況を見ると、義務付けの範囲を拡大する
と、取り組む企業が増えることが対象拡大によっ
て取り組む企業が増えていることがこの数からも
明らかになっていると思っています。2020年まで
に指導的地位に占める女性を30％という目標があ
りますが、この目標を2020年までに達成するとい
うことは、今から全ての企業に取り組んでいただ
かないと、目標達成にはとても間に合わないと考
えておりますので、全ての企業に行動計画の策定
を義務づけるべきだと考えております。」さらに、
次のように、労働人口の減少への対応とも関連付
けて、意見が述べられている。「確かに中小企業
では、やることがたくさんあるとは思いますが、
どこに優先順位を付けるのかもあると思います。
正に人出不足、超少子高齢化の中で、女性活躍と
いうのは非常に優先順位の高いものだと思いま
す。」このため「行動計画の策定の義務付けは、
労側委員としては是非進めていただきたいと思い
ます。」10）

　この後、2018年10月12日の第７回会合でもほぼ
同様の議論が労使の代表者によって展開された。
　2018年10月30日の第９回会合では、労使双方の
意見を踏まえつつ、厚労省の雇用機会均等課長
が、一般事業主行動計画の策定義務を負う対象企
業の拡大を論点とした。「企業における計画的な

PDCAサイクルを広く促すため、例えば次世代法
と同様に、101人以上300人以下の企業にも行動計
画策定を義務付けることが考えられる。このこと
についてどう考えるか。また、この場合、特に中
小企業の負担に配慮する方策として、どのような
ことが考えられるかという論点です。」11）同時に、
政府の骨太方針に言及しつつ、情報公表義務を負
う対象企業の拡大も論点とした。「情報公表の対
象ですが、現行は301人以上について義務付けて
いる。いわゆる骨太方針2018において・・・女性
の活躍状況の見える化が徹底されるよう、女性活
躍推進法の見直しも含め、必要な制度改正を検討
するとされていること等を踏まえて、より多くの
企業に情報公表を促すため、101人以上300人以下
の企業について、情報公表を促すことが考えられ
る。このことについてどう考えるかということで
す。」12）

　使用者代表委員代理の日本商工会議所の関係者
は、一般事業主行動計画の策定義務を負う対象を
中小企業へと早急に拡大することには反対すると
した上で、仮に実施することになった場合には、
企業側での「負担」を考慮して実施時期を遅らせ
るべきであると主張した。「事務局に対する質問
です。施行時期をどのようにお考えなのかをお尋
ねしたいと思います。来年４月には年休取得の義
務付け、また、来年10月には消費増税、2020年４
月には時間外労働の上限規制、2021年４月には同
一労働同一賃金がそれぞれ施行され、大企業を含
め、中小企業にはかなりの負担が掛かります。論
点として挙げる以上は施行時期についてもお考え
のことと思いますが、仮に義務付けするならば、
2021年４月まではあり得ないと思っていますし、
2021年４月以降をお考えであるならば、中小企業
が行動計画を策定しない理由、また策定に当たっ
ての課題をしっかりと調査・分析することが大前
提であると思います。ですから、このタイミング
で議論すること自体は時期尚早だと思いますし、
中小企業の現場負担を考慮した上で、この義務化
については反対であるという意見を申し上げたい
と思います。」13）

　使用者側からの質問に対し、厚労省側は、施行
時期に関して各委員の意見を踏まえつつ最終的に
決めていくべきであるという回答を行った14）。
　労働者代表委員は、使用者代表委員の意見に対
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して、次世代育成法を踏まえて、300人以下の企
業に一般事業主行動計画の策定を義務付けるべき
であるとの立場を表明した。「女性活躍推進の行
動計画については、次世代法の行動計画と一体で
作ることになっていますし、既に次世代法のほう
では300人以下101人以上の企業も義務化されてい
て、３万を超える企業が行動計画の策定届出を行
っている状況にあります。また、努力義務になっ
ている100人以下の企業でも、２万4000の企業が
行動計画を策定、届出を行っている状況です。こ
ういった実態を踏まえまして、300人以下も義務
化していくことについては、全く新規で行う負担
感ということではないのではないかと思っていま
す。」また、人材確保の観点から、情報公開を行
う重要性も指摘された。「女性活躍を進めるとい
うのは、これから仕事を求めていく若い人たち求
職者に対して、しっかりと中小企業が情報公表や
状況把握をすることで、人材確保に非常に役立つ
ものだと思います。」15）

　こうした労使の意見対立を踏まえつつ、厚労省
の主導で、以後の会合において合意形成が図られ
ていくこととなる。

３　法律案要綱の作成

　2018年11月19日の第11回会合では、厚労省の雇
用機会均等課長が、取りまとめに向けて事務局の
用意した「たたき台」について説明した。その説
明の中で、一般事業主行動計画の策定義務につい
て、準備期間を設けた上で対象拡大をしていくべ
きであると指摘している。「企業における女性活
躍に関する計画的なPDCAサイクルを広く促すた
め、101人以上300人以下の企業にも行動計画策定
を義務付けるべきではないか。その際、行動計画
策定に関する負担を軽減しつつ、効果的な計画策
定が可能となるよう、例えば義務付けの施行につ
いて十分な準備時間を確保することや行動計画策
定・公表方法の簡素効率化、策定プロセスへの手
厚いサポートなどの配慮をすることとしてはどう
か。」16）また、情報公表義務を負う対象の拡大に
際しても準備期間を設ける方向性を示した。「情
報公表について各企業の取組を促すとともに、求
職者の職業選択に資するため、より多くの企業で
情報公表が進むよう、101人以上300人以下の企業

にも情報公表を義務付けるべきではないか。その
際、負担を軽減できるよう、例えば施行について
十分な準備期間を確保することなどの配慮をする
こととしてはどうか。」17）

　労働者代表委員である日本労働組合総連合会
（連合）の総合男女平等局長は、100人以下の企業
においても女性活躍推進を可能な限り促していく
ことを要望しつつ、事務局案は受け入れ可能であ
ることを表明した。「今回の事務局案については、
この間使用者側の抵抗が強い中、従業員101人以
上の企業に義務を拡大するというものであり、労
働側が主張してきた全ての従業員ではないもの
の、一歩前進する内容と言えると考えておりま
す。ただ、労働側としては従業員100人以下の企
業について、引き続きえるぼしのインセンティブ
を含め、女性活躍推進法の活用を促進していくと
いうことで、事務局案を受け入れることについて
は可能であることを申し述べておきたいと思いま
す。」18）

　使用者代表委員代理の日本商工会議所の関係者
は、一般事業主行動計画の策定義務及び情報公開
義務を負う事業主の拡大に反対する立場を述べつ
つ、対象拡大が行われる場合には施行時期を遅ら
せるべきであると表明した。「女性が少ない業種、
中小企業ならではの特性もあることから、情報公
表するとかえって逆効果、ミスリードになること
も考えられます。」また、「中小企業に対する行動
計画の策定義務化については中小企業の負荷だけ
が増えて、どの程度の効果があるのかについては
疑問ですし、仮に義務化されるのであれば魂が入
っていないような計画が策定される懸念もあるか
と思いますので、反対の立場を取ってございま
す。」「本日の討議資料の中に、「十分な準備期間
の確保」すなわち施行時期、「行動計画策定・公
開方法の簡素効率化、策定プロセスの手厚いサポ
ートなどの配慮」という記載がありますが、具体
的にどのようなことをお考えか、お教えいただけ
ればと思います。」19）

　使用者側からの質問を受けて、厚労省の雇用機
会均等課長は、施行時期を数年先延ばしする可能
性を示唆している。「施行時期についてはまだ具
体的な時期は検討中ですが、１つには、働き方改
革で様々な義務が課されることもありますし、ま
た来年度は消費税の施行もありますので、そうい
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ったことも十分踏まえた施行時期ということは検
討していきたいと思っております。」20）

　2018年12月７日の第12回会合では、「女性の職
業生活における活躍の推進と職場のハラスメント
防止対策の在り方について」報告書案が提示され
た。この報告書案の内容は、第11回会合における
議論を踏まえたものであった。厚労省の雇用機会
均等課長は、次のように説明している。一般事業
主行動計画の策定について、「101人以上300人以
下の企業にも、行動計画策定を義務付けることが
適当である」。「対象となる企業を拡大するに当た
っては、その負担を軽減しつつ、効果的な計画策
定が可能となるように、その義務付けの施行につ
いては十分な準備期間を確保すること」や「様々
なサポートを行うことが適当である」。また、情
報公表についても「101人以上300人以下の企業に
も情報公表を義務付けることが適当である」。「対
象となる企業を拡大するに当たっては、負担軽減
と十分な準備期間の確保、あるいは内容について
配慮することが適当であるということです」21）。
　労働者代表委員からは、報告書案に関して、
100人以下の企業の取組を促すように配慮するこ
とが要望された。「これまで労働側としては、企
業規模に関係なく全ての企業で女性活躍が推進さ
れるように対策を講じるべきだと発言を続けてま
いりました。今回、改正で義務化とはならない
100人以下の企業についても、やはり行動計画の
策定ですとか、情報公表などが積極的に行われる
ような施策を講じていく必要があると考えていま
す。その観点からも、今後も努力義務である100
人以下の企業に対する支援について、サポートに
ついて追記をお願いできればと思います。」22）

　使用者側からは、次のように、準備期間の確保
の必要性が強調された。「今回の報告書案に、中
小企業に対して行動計画の策定、情報公表を義務
付けることが適当という方向性が打ち出されまし
た。これまでの商工会議所の主張が受け入れられ
なかったものの、この方向性自体は、この分科会
で真摯に議論を積み重ねてきた結果であると受け
止めております。その上で、現在、中小企業につ
いては、来年４月の年休取得の義務付け、また、
消費増税への対応、時間外労働の上限規制、同一
労働同一賃金等への対応により、かなりの手間と
負担が掛かっているのが現状です。」「今回、報告

書案に記載のとおり、中小企業の負担軽減、行動
計画策定・情報公表方法の簡素効率化、また、十
分な準備期間の確保、施行日を迎えるまでの丁寧
な周知ということについて、十分に配慮をしてい
ただきますよう、お願いしたいと思います。」23）

　2018年12月14日の第13回会合では、第12回会合
を踏まえて修正された報告書案が提示された24）。
厚労省の雇用機会均等課長は、使用者代表委員か
らの要望を踏まえつつ、以下のように説明した。
一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大に関わ
って、「働き方改革関連法の施行時期も踏まえ十
分な準備期間を確保する」とともに、「現行の301
人以上の企業に義務付けられている内容を今回、
101人以上300人以下の企業についても適用すると
いうことを追加」する。同時に、労働者代表委員
からの要望を踏まえつつ以下の点を指摘してい
る。「行動計画の策定が努力義務とされている企
業についても女性活躍推進法に基づく取組が進む
よう、制度の周知や支援を引き続き実施すること
が適当である。」また、情報公表義務の対象拡大
に関わって、使用者側からの要望も反映させつ
つ、次のように述べている。「情報公表を義務付
ける企業を拡大するに当たっても、働き方改革関
連法の施行時期も踏まえ十分な準備期間を確保す
ること。また内容については、現行の301人以上
の企業に義務付けられている内容とする等の配慮
をする」25）。
　労働者代表委員である連合の総合男女平等局長
は、報告書案を受け入れることを改めて表明し
た。「女性活躍推進法につきましては、101人以上
に義務が拡大したことは、全てではないものの、
前進が図られたことと思っております。御負担が
大きい中、最後に受け入れていただきました使側
の皆様には感謝を申し上げたいと思います。」26）

　使用者代表委員からは、報告書案の内容を尊重
する旨の発言が行われた。「今回の報告書（案）
には、女性活躍推進法につきまして「中小企業に
対して行動計画策定、情報公表を義務付けること
が適当」との方向性」が打ち出され、「商工会議
所の主張の全てが取り入れられたわけではありま
せんが、この方向性はこれまでの分科会で真摯に
議論を積み重ねてきた結果であり、尊重しなけれ
ばならないと考えております。」加えて、施行時
期への配慮に関する要望が述べられた。「厚生労
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働省におかれましては是非、中小企業に対する支
援の強化拡充、更に働き方改革関連法への対応や
消費増税への対応を踏まえまして十分な準備期間
を確保していただくべく、施行時期への特段の御
配慮をお願いしたいと思います。」27）

　以上のような政労使の代表者の議論を踏まえ
て、報告書「女性の職業生活における活躍の推進
及び職場のハラスメント防止対策等の在り方につ
いて」を労政審の決議として、厚生労働大臣に建
議することが確認された。
　その報告書を踏まえ、2019年２月14日の第14回
会合では、「女性の職業生活における活躍の推進
に関する法律等の一部を改正する法律要綱案」28）

が諮問された。その内容の一部を厚労省の雇用機
会均等課長は次のように説明した。「一般事業主
行動計画の策定等の義務の対象拡大」「というこ
とで、常時雇用する労働者の数が300人を超える
ものから100人を超えるものへと拡大する」。「100
人を超える一般事業主につきましては、現在の
301人以上の企業と同じように情報を定期的に公
表しなければならないこと。」「女性活躍推進法で
101人から300人の事業主に計画の策定、情報公表
を義務づける規定」については、「公布の日から
起算して３年を超えない範囲内において政令で定
める日から施行すること。」29）

　使用者代表委員である日本商工会議所の関係者
からは、法律要綱案に施行時期への配慮が盛り込
まれたことに関して、以下のように謝意が表され
た。「中小企業の十分な準備期間の確保というと
ころで、施行時期に関しまして特段の御配慮をい
ただいたことを心から感謝申し上げます。」30）

　そして、第13回会合までに政労使の代表者によ
って議論されてきた内容を含む法律案要綱は、
「おおむね妥当」とされた31）。
　この後、改正女性活躍推進法案は閣議決定され
て、国会に提出された。法案は衆参両院の本会議
で与野党の賛成多数で可決され、2019年５月29日
に成立し、６月５日に公布された。12月27日に
は、改正女性活躍推進法の関係省令及び告示が公
布された。一般事業主行動計画の策定・届出及び
情報公表義務を負う対象が301人以上の常用労働
者を雇う事業主から101人以上へと拡大される施
行日は2022年４月１日となった。

４　お わ り に

　2016年４月に施行された女性活躍推進法の見直
しが迫られる中、政府関係者・使用者団体関係者・
労働組合関係者による政策形成の場となったの
は、労政審の雇用環境・均等分科会だった。その
政策形成過程を踏まえて、一般事業主行動計画の
策定及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務
の対象が常時雇用する労働者301人以上の事業主
から101人以上の事業主に、施行時期を遅らせる
形で、拡大された要因として以下の点を指摘しう
る。
　第一に、最も重要な要因として、安倍政権の女
性活躍推進への支持を背景に、厚労省が、次世代
育成法を参考にして、一般事業主行動計画の策定
義務を負う事業主を常用労働者301人以上から101
人以上へと拡大する方向性を示したことである。
また、情報公表義務を負う事業主についても常用
労働者301人以上から101人以上へと拡大する方向
性を示したことである。
　第二に、雇用の場における男女平等を目指す観
点から対象を全ての企業へ拡大することを求める
連合の代表者の意向である。政策形成の過程で、
厚労省は、一般事業主行動計画の策定義務及び女
性活躍に関する情報公表の義務の対象を301人以
上から101人以上へと拡大することした上で、義
務の対象外となる100人以下の事業主に特に一般
事業主行動計画の策定の取組を促していくことと
した。
　第三に、中小企業への一層の負担増を理由とし
て対象拡大に反対の立場をとりつつ、対象拡大が
行われる場合には施行時期を遅らせるように要望
を行った日本商工会議所の代表者の意向である。
日本商工会議所に配慮した厚労省は、一般事業主
行動計画の策定義務・情報公表義務の対象拡大の
施行時期を改正法の公布の日から３年以内として
準備期間を設ける方向を打ち出した。
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